
◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

感染予防対策を 
継 続してい た だ 
くようお 願 いし 
ます。

密集場  所 密接場  面 密閉空間
「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避

マスクの着用 石けんによる 
手洗い

手指消毒用アルコール 
による消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報について 

は、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」の 

ページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

厚労 コロナ ワクチ  ン 検 索

◎ワクチンを受けるにはご本人または保護者（※）の同意が必要です。

・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 ➡ 医療機関や施設でご相談ください。
・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 ➡ 医療機関でご相談ください。
・お住まいが住所地と異なる方 ➡ 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。

実際にお住まいの市町村ホームページでご確認いただくか、相談窓口にお問い合わせください。

（※）16歳以上の方はご本人の同意に基づき接種が行われます。

12～15歳の方は保護者の同意に基づき接種が行われます。予診票に保護者の署名がなければ予防接種は受けられません。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上 
で、 ご本人または保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方または保護者の同 
意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりま 
せん。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

◎ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるもの 
の、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は１
００％ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、「３つの密（密集・密接・密閉）」 
の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

お問い合せ先
＜箕面市新型コロナワクチンコールセンター＞

 　【問合せ専用】  072-727-6865
     【予約専用】  0120-580-480（フリーダイアル）

          受付時間：９時００分～１７時００分　
　　　　               （日・祝日を除く月～土）

●大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口
　電話番号０６-６６３５-２０４７
　            （24時間　土日・祝日も実施）

●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター　
   電話番号：０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル）
   受付時間：９時００分～２１時００分
　　                （土日・祝日も実施）
 


